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○ 鉄道事業者による「鉄道駅バリアフリー料金制度」の活用について 

国において、令和３年１２月２８日に鉄道駅バリアフリー料金制度が創設された。

本制度を活用する鉄道事業者※は、利用者から徴収する追加料金を活用し、鉄道

駅のバリアフリー化を実施することになる。 

※ 本市域では、阪急電鉄、京阪電鉄、JR 西日本の３社（別紙１～３参照） 
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（別紙１）

（阪急電鉄HPより）

【阪急電鉄プレスリリース資料】
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【京阪電鉄プレスリリース資料】

（京阪電鉄HPより）

（別紙２）
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【JR西日本プレスリリース資料】

（JR西日本HPより）

（別紙３）
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